
『天竜川水系諏訪圏域河川整備計画（原案）』に対する公聴会における 

公述人募集（公述の申出）要領 

令和元年 10 月 31 日   

長野県諏訪建設事務所 

 

１ 意見の対象 

  天竜川水系諏訪圏域河川整備計画（原案）とします。 

  なお、この計画は、平成 26 年４月に策定した現行の計画に対して、「釜口水門の耐震補強およ

び関係施設の改修」及び「護岸整備（下諏訪町）」等を追加し作成したものです。 

 

２ 募集の対象者 

  岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町又は原村において、 

「居住、通勤又は通学する方」又は「土地又は建物を所有する方」 

 

３ 募集期間 

  令和元年 10 月 31 日（木）から令和元年 11 月 27 日（水）の午後５時まで（必着） 

 

４ 応募方法 

  別紙「公述申出書」（応募用紙）に記入し、次の方法で送付してください。 

  なお、ファクシミリによる場合、送付した旨を電話で連絡してください。 

  ア 郵送  イ ファクシミリ  ウ 電子メール  エ 持参 

 

５ 応募先（応募用紙送付先） 

  長野県諏訪建設事務所 整備課計画調査係 （担当者）原田智行 

   〒３９２－８６０１ 諏訪市上川１－１６４４－１０ 

   電話：０２６６－５７－２９３６（直通） 

０２６６－５３－６０００（代表） 内線：２４５３ 

   ファクシミリ：０２６６－５７－２９４６ 電子メール：suwaken-seibi@pref.nagano.lg.jp 

 

６ 応募に当たっての注意事項 

（１）「公述申出書」（応募用紙）には日本語で記入してください。 

（２）意見の概要を３００字以内で記入してください。 

（３）意見について、公序良俗に反するような内容は無効とします。 

（４）記入された個人情報は適切に管理します。 

（５）意見の概要は公表の対象とします。 

 

７ 公聴会及び公述について 

  別添「『天竜川水系諏訪圏域河川整備計画（原案）』に対する公聴会の開催について」のとおり 

 

８ この要領についての問い合わせ先 

  上記５と同じ 


